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 三次市通級による指導の実施に関する規則案を次のように提出する。 

 

 

  平成３０年１月２５日 

 

 

三次市教育委員会教育長 松 村 智 由  

 

 

三次市通級による指導の実施に関する規則（案） 

 

（目的） 

第１条 この規則は，学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１

４０条及び第１４１条の規定に基づき，三次市立小学校又は三次市立中学校

（以下「学校」という。）の通常の学級に在籍している障害のある児童若しく

は生徒（以下「児童生徒」という。）に対し，主として各教科等の指導を通常

の学級で行いながら，当該児童生徒の障害による学習上又は生活上の困難を改

善・克服することを目的とする指導を特別の指導の場で行う教育形態（以下

「通級による指導」という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（対象となる児童生徒） 

第２条 通級による指導を受けることができる児童生徒は，当該児童生徒の保護

者から通級による指導の希望があり，指導によって障害の改善又は克服につい

て効果があると教育委員会が認める児童生徒とする。 

（特別な教育課程の実施） 

第３条 通級による指導を実施する場合には，学校の校長は，特別な教育課程を

編成し，教育長が別に定める様式により教育委員会に届け出るものとする。 

（その他） 



第４条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，教育長が別に定める。 

附 則 

 この規則は，平成３０年１月 日から施行する。 


